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子育て・教育

（６）２ １１ １

令
和
３
年
４
月
利
用

申
し
込
み
手
続
き

　

市
で
は
、
令
和
３
年
４
月
か

ら
市
内
の
保
育
園
等
の
利
用
を

希
望
す
る
方
の
新
規
申
し
込
み

を
受
け
付
け
ま
す
。

　

受
付
期
間
中
に
、
必
ず
印
鑑

（
朱
肉
を
使
う
も
の
）
を
お
持

ち
の
う
え
、お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、２
年
度
中
に
申
請
し
、

現
在
利
用
待
機
と
な
っ
て
い
る

方
も
、
新
た
に
３
年
度
の
申
し

込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

受 

付
日
時　

11
月
２
日
（
月
）

～
令
和
３
年
１
月
９
日（
土
）　

午
前
８
時
30
～
午
後
５
時

※ 

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く
（
１
月
９
日
は

受
け
付
け
ま
す
。）

※
木
曜
日
は
午
後
８
時
ま
で

※
１
月
９
日
は
午
後
３
時
ま
で

※ 

三
密
を
避
け
る
た
め
、
保
育

園
ご
と
の
受
付
指
定
日
は
設

け
て
い
ま
せ
ん
。

※ 

こ
の
期
間
以
降
の
申
し
込
み

は
、
第
二
次
選
考
以
降
の
取

り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

受 

付
場
所　

子
育
て
推
進
課

（
市
役
所
１
階
12
番
窓
口
）

申

込

書

等

の

配

布

　

子
育
て
推
進
課
、各
保
育
園
、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
、
中
央
図
書
館

注

意

事

項

▽ 

各
保
育
園
等
に
は
定
員
が
あ

る
た
め
、
希
望
す
る
保
育
園

等
を
利
用
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▽ 

申
込
書
と
一
緒
に
配
布
し
て

い
る
「
令
和
３
年
度
保
育
園

等
利
用
の
ご
案
内
」
を
必
ず

読
み
、手
順
を
確
認
の
う
え
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽ 

必
要
書
類
が
不
足
し
て
い
る

場
合
は
、
申
込
書
を
受
け
付

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

希
望
の
保
育
園
等
の

変
更
に
つ
い
て
（
注
意
）

　

令
和
３
年
４
月
利
用
の
申
し

込
み
を
し
た
保
育
園
等
の
変
更

は
、
受
付
期
間
内
の
み
可
能
で

す
。

　

希
望
の
保
育
園
等
を
変
更
す

る
場
合
は
、
３
年
１
月
９
日
ま

で
に
、印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、

子
育
て
推
進
課
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

転

園

を

希

望

す

る

方

　

現
在
、
保
育
園
等
を
利
用
し

て
い
る
方
で
、
別
の
保
育
園
等

へ
転
園
を
希
望
す
る
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
現
況
届
を
現
在
通

園
中
の
保
育
園
等
に
提
出
し
、

12
月
１
日
～
３
年
１
月
９
日
に

印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、
子
育

て
推
進
課
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。

青
梅
市
外
の
保
育
園
等
を

希
望
す
る
方

　

市
外
の
保
育
園
等
の
利
用
を

希
望
す
る
場
合
、
利
用
を
希
望

す
る
市
区
町
村
に
申
し
込
み
期

日
（
各
市
区
町
村
に
よ
り
異
な

り
ま
す
）
を
確
認
の
う
え
、
申

込
書
に
必
要
書
類
を
添
付
し
、

市
子
育
て
推
進
課
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

保
育
料
決
定
に
必
要
な

書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
０
～
２
歳
児
ク
ラ
ス
）

　

保
育
料
は
、
市
民
税
額
に
基

づ
き
決
定
し
ま
す
。
保
育
料
決

定
の
た
め
の
書
類
と
し
て
令
和

２
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所
が

市
外
の
方
は
、
両
親
の
令
和
元

年
度
区
市
町
村
民
税
（
非
）
課

税
証
明
書
を
子
育
て
推
進
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
原
則
と
し
て
提
出
し

た
書
類
は
お
返
し
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※
提
出
書
類
は
写
し
で
も
可

※ 

正
当
な
理
由
な
く
必
要
書
類

を
期
日
ま
で
に
提
出
し
な
い

場
合
は
、
利
用
決
定
を
取
り

消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

子
育
て
推
進
課

保
育
・
幼
稚
園
係

健
全
育
成
と
社
会
環
境
の

浄
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

ニ
ー
ト
、
ひ
き
こ
も
り
、
不

登
校
、
少
年
非
行
、
い
じ
め
、

児
童
虐
待
、
児
童
ポ
ル
ノ
等
の

子
ど
も
が
被
害
者
と
な
る
事
件

な
ど
、
子
ど
も
・
若
者
の
問
題

は
、
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。

　

解
決
に
は
、
行
政
、
青
少
年

の
育
成
支
援
に
関
わ
る
団
体
等

が
連
携
協
力
す
る
と
と
も
に
、

地
域
住
民
の
取
り
組
み
や
参
加

に
よ
り
、
子
ど
も
・
若
者
を
地

域
全
体
で
支
え
て
い
く
社
会
を

築
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

内
閣
府
で
は
、
11
月
を
「
子

ど
も
・
若
者
育
成
支
援
強
調
月

間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
子
ど

も
・
若
者
が
社
会
の
一
員
と
し

て
健
全
に
育
つ
よ
う
、
よ
り
よ

い
育
成
環
境
づ
く
り
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
薬
物
乱
用
や
深
夜
は

い
か
い
な
ど
を
見
か
け
た
ら
、

110
番
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

子
ど
も
家
庭
支

援
課
青
少
年
担
当

　

児
童
虐
待
は
、
社
会
全
体
で

解
決
す
べ
き
重
要
な
課
題
で

す
。

　

国
で
は
、
11
月
を
「
児
童
虐

待
防
止
推
進
月
間
」
と
定
め
、

児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
さ
ま

ざ
ま
な
広
報
・
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
へ
の
体
罰
は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

児
童
虐
待
の
相
談
件
数
は

年
々
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
中

に
は
、
し
つ
け
と
称
し
て
行
わ

れ
る
体
罰
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
、
深
刻
な
虐
待
に
つ
な
が
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
児
童
福

祉
法
等
が
改
正
さ
れ
、
子
ど
も

へ
の
体
罰
が
法
律
で
禁
止
さ
れ

ま
し
た
。

「
虐
待
か
な
？
」
と
思
っ
た
ら

　

す
ぐ
に
市
子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
☎
24
・
２
１
２
６
、

立
川
児
童
相
談
所
☎
042
・
523
・

１
３
２
１
、
児
童
相
談
所
虐
待

対
応
ダ
イ
ヤ
ル
☎
189
（
イ
チ
ハ

ヤ
ク
）（
24
時
間
365
日
児
童
相

談
所
に
通
告
・
相
談
が
で
き
る

全
国
共
通
の
電
話
番
号
）
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

虐
待
か
ど
う
か
の
判
断
は
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
や

児
童
相
談
所
が
行
い
ま
す
。
連

絡
の
内
容
が
虐
待
に
当
た
ら
な

い
場
合
で
も
責
任
を
問
わ
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

連
絡
の
内
容
や
誰
が
連
絡
を
し

て
き
た
か
な
ど
を
親
等
へ
知
ら

せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問 

い
合
わ
せ　

子
ど
も
家
庭
支

援
課
支
援
係

日 

時　

11
月
21
日
（
土
）　

午

前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

会
場　

福
祉
セ
ン
タ
ー
集
会
室

対 

象　

３
か
月
～
小
学
生
の
保

護
者
で
子
育
て
の
お
手
伝
い

を
し
て
ほ
し
い
方

登
録
料
・
年
会
費
無
料

※ 

要
別
途
利
用
料
・
印
鑑
（
朱

肉
を
使
う
も
の
）

詳 

細
・
申
し
込
み　

20
日
ま
で

日 

時　

11
月
９
日
・
16
日
の
月

曜
日　

午
前
11
時
～
11
時
30

分
※ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
は
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
３
時

会 

場　

下
長
渕
自
治
会
館
２
階

大
広
間

対 

象　

未
就
学
児
の
親
子

講
師　

鈴
木
佳
穂
吏
氏

定
員　

先
着
15
組

に
電
話
☎
23
・
３
８
８
８
、

23
・
９
３
３
８
（
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
）
で
青
梅

市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
へ

※ 

平
日
は
随
時
入
会
受
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。

費
用
無
料

そ 

の
他　

駐
車
場
あ
り

直
接
会
場
へ

問 

い
合
わ
せ　

長
渕
保
育
園　

富
樫
☎
22
・
８
１
０
２
、
市

子
ど
も
家
庭
支
援
課
支
援
係

保育園一覧（５０音順）（令和３年４月１日予定）
保育園名 住所 電話 定員 開所時間 ０歳児受け入れ月齢

あゆみ 新町９－２１５３－３ ３０－５５５３ ４０ 午前６時３０分～午後７時３０分 ４３日を経過した翌月１日から

今井 今井２－１１２５－２ ３１－５８５６１４０午前７時３０分～午後７時

５６日を経過した翌月１日から

今寺 今寺１－５３１－２ ３１－１２６８ １２０午前７時～午後８時

青梅 滝ノ上町１２７４－１ ２２－２８７２１００午前７時～午後７時

青梅梨の木 河辺町６－１２－３ ２４－７４８１１１０午前７時～午後８時

青梅みどり第一 師岡町４－８－８ ２３－３６００１１０午前７時～午後８時

青梅みどり第二 師岡町１－１１３－２０ ２４－７４００１００午前７時～午後８時

青梅ゆりかご 師岡町３－１０－５ ２３－５５２７ ４０ 午前７時～午後７時

青梅ゆりかご第二 東青梅５－２２－２ ２４－４４５５ ７０ 午前７時～午後７時

おそき 小曾木４－２２２７－１ ７４－５３１５１１０午前７時１５分～午後７時１５分

かすみ 東青梅６－１－１２ ２２－２２３５ ８０ 午前７時～午後７時

かすみ台第一 大門２－２５３ ３１－５７６０１９０午前７時～午後８時

かすみ台第二 野上町３－１２－１ ２３－３０４５２１０午前７時～午後８時

かすみ台第三 谷野１９１－１ ３１－１２９３ ７０ 午前７時～午後７時

河辺 河辺町４－２０－１２ ２２－１３２１１７０午前７時～午後８時

上長渕 長淵７－３１１ ２３－１５６９ １１０午前７時～午後８時

駒木野 駒木町２－４６－１ ２２－４８０４１１０午前７時～午後８時

新町 新町２－２１－９ ３１－５３０２１６０午前７時～午後７時３０分

新町西 河辺町７－１４－２ ３１－１４２９ １６５午前７時～午後７時３０分

新町東 新町８－５－２ ３１－２３６３１７０午前７時～午後７時３０分

鈴の音 大門３－４－５ ３１－７８４１ ８０ 午前７時～午後７時 ６か月を経過した翌月１日から

ちがせ 千ヶ瀬町３－３８９－９ ２４－４１５２１５０午前７時～午後８時

５６日を経過した翌月１日から

友田 友田町４－１０６ ２２－７９３５１１０午前７時～午後７時

長渕 長淵４－２２５ ２２－８１０２ ９５ 午前７時３０分～午後７時

成木 成木４－６８３－５ ７４－７３２１ ６５ 午前７時１５分～午後６時４５分

にこ森 新町４－１４－１６ ３４－９７０６ ５４ 午前７時～午後７時

梅郷 梅郷３－７７６－７ ７６－１０８８ ７０ 午前７時１５分～午後７時１５分

畑中 畑中２－５９３ ２２－８１０３１００午前７時～午後７時

日向和田 日向和田２－３７４－７ ２３－３４２０ ８０ 午前７時～午後７時３０分

二俣尾 二俣尾４－１０６７ ７８－９４６６ ４５ 午前７時１５分～午後６時４５分
５か月を経過した翌月１日から

三田 沢井２－８４３ ７８－８０２２ ４０ 午前７時１５分～午後６時４５分

よしの 柚木町２－３１２－１ ７６－０８０９ ６５ 午前７時３０分～午後７時 ６か月を経過した翌月１日から

保育所名 住所 電話 定員 開所時間 ０歳児受け入れ月齢

青梅エンゼル保育園 新町８－３－８ ３１－８１２５ ３８ 午前７時～午後８時 ５６日を経過した翌月１日から

ねむのき幼稚園 新町２－３３－４ ３１－５４００ ３８ 午前７時３０分～午後６時３０分
ー

四恩幼稚園 天ヶ瀬町１０３２ ２１－２１２１ ７２ 午前７時３０分～午後６時３０分

川村家庭的保育者 東青梅５－２５－３６ ２７－３４２６ ５
各施設の定める

１１時間
４３日を経過した翌月１日から

木﨑家庭的保育者 谷野２７－５ ３３－６８５７ ５

島崎家庭的保育者 新町９－２０１６－４０７８－０６３２ ５

井梅家庭的保育者 藤橋２－２７－６ ３４－９７６８ ５

ちいさな鈴 末広町２－７－３４ ２７－３３２８ １２ 午前７時３０分～午後７時 ６か月を経過した翌月１日から

NICOLANDほいくえん 新町４－１８－９ ３４－９１８１ １７ 午前７時～午後７時 ３か月を経過した翌月１日から

あんじゅ保育園 藤橋２－４９４－１ ２７－５１３８ １２ 午前７時～午後７時 ４３日を経過した翌月１日から

認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業一覧（令和３年４月１日予定）

単位：人

単位：人
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